
令和７年１２月５日酒々井町作成 

〇酒々井町学校体育施設開放利用料について 

※小学校体育館半面、テニスコート 1 面、修学館半面の利用については、半額免除 

団体メンバーの半数以上が、町内在住の小・中学生ならば免除
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全面 ２００円
 

中学校体育館 半面 ２００円
 

中学校修学館 全面 １００円
 

中学校テニスコート ２面 ２００円


